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介護保険は   介護保険法施行令（政令）   介護保険法施行規則（省令）   

介誠サービス情婦の公表  ‡十〕   （Ⅰ）  

第37条の2 法第115条の29第1項の規定  （法第115条の29第二1項の厚生労働省令で  
サ  による介護サービス情報の報告（以下この条に  定めるサービス）   
5   おいて「報告」という。）は、都道府県知事が毎  第140粂の29 法第115粂の29第1項   
域   

華  護、訪問入浴介護、訪問者護、訪問リハビリ   
諦   ビス事業者及び指定介  テーション、適所介護（指定居宅サービス等   

2前項の計画には、都道府県知事が、その管轄  

ゼ   

設   リハビリテーション、特定施設入店者生活介   
㍑  ス事業者、指定地域密着型  の提供の状況を勘案し、報告の方法、期限その  護「豪護老人ホ一言及び適合高齢者専用貸貸   

、   

推   準第192粂の2に規定する外部サービス利   
介  用型指定特定施設入居者生活介護を除く。別   

十   3都道府県知事は、第1項の計画を定めたとき  表第2において同じ。）、福祉用具貸与、居宅   
紬   は、遅滞なく、これを公表しなければならない。   介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健   

、訪川介護、訪日り入浴介護その他の （Ⅰ）  施設サゝ一ビス及び介護療養施設サービス（法   

；’  塵八粂第二十六頓に複層する療養柄床等にお   
1   ける入院患者の定員が八人以‾Fである柄院又   

そ は診療所に錘るものを除くn． 
ハ て同じ。）とする。   
ろ 

∴∵ ビスを提供する  
（Ⅱ）   

骨 （法第115条の29第1項の厚生労働省令で   
介   ビスを利月］し、又は利用しようと  定めるとき）   

と二   第140条の30 法第11．5粂の29第■1項   
・  の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に   
か必要なヰ）のとして  Ⅷり 厚生労働省  掲げる基準に該当する事業所以外のものにつ   
■  いて、令第37粂の2第1項に規定する計画   

サ  （以下この粂及び第i，40条の34において   
－    げ  「計画“】という。）で定められたときとする。  

・▼一第140粂の34第1号の計画の基準日  

前の1年間において、提供を行った介護サ  
ービス（法第】一15粂の29第1、項に規定  
する介護サービスをいう。以下同じ。）に係  
る居宅介護サー・ビス費、居宅介護サービス  
計画費又は施設介護サービス勢の支給の対  
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象となるサービスの対価として支払いを受   けた金額が100万円以下であるもの   

二 災害その他都道府県知事に対し報告を行  
うことができないことにつき正当な理由が  

あるもの   

（Ⅲ）  

（法第115粂の29第1項の厚生労働省令で   
定める情報）  

第140条の31 法第115粂の29第1項   
の厚生労働省令で定める情報は、介護サービ   

スの提供を開始しようとするときにあっては   
別表第1に掲げる項目に関するものとし、同   
項の厚生労働省令で定めるときにあっては別   
表第1及び別表第2に掲げる項目に関するも   
のとする。   

（①）  

（令第37条の2第2項の厚生労働省令で定め   
る事項）  

第140条の34 令第37条の2第2項の厚   
生労働省令で定める事項は、次に掲げるもの   

とする。   
一 計画の基準日   

二 計画の期間   

三 報告の対象となる介護サービス事業者（法  
第115粂の29第1項に規定する介護サ  
ービス事業者をいう。以下同じ。）   

四 介護サービス事業者ごとの報告の提出先  
及び提出期限   

五 その他都道府県知事が必要と認める事項  
t■●■■■■■■■■】＝＝■■■●■■■■■■■tl■■l…＝＝■■■●＝■ ■  

（ⅠⅤ）  

（法第115粂の29第2項の厚生労働省令で   
定める介護サービス情報）  

第140粂の32 法第115粂の29第2項   
の厚生労働省令で定める介護サービス情報（法   
第115条の29第1項に規定する介護サー   
ビス情報をいう。以下同じ。）は、別表第2に   
掲げる項目に関する情報とする。   

2 抑道府県知事は、前項の規定による報告を受   
けたときは、当該報告をした介護サービス事業   
者に対し、介護サーービス情報のうち （Ⅳ）厚  
／i二労働省令で定めるものについて、調査を行う  
1，L／〕とするし 
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（Ⅴ）  

（法第115粂の29第3項の厚生労働省令で   
定める報告の内容及び調査の結果）  

第140条の33 法第115条の29第3項   
の厚生労働省令で定める報告の内容及び調査   

の結果は、別表第1に掲げる項目に関する情   
報に係る報告の内容及び別表第2に掲げる項   
目に関する情報に係る調査の結果とする。  
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一 丁制勘甘県知事は、介護サーーーtビス事業者が第1．   

明仁7）触宕に上る報筈をせず、若しくは虚偽の報  

；L「l．♪し 、．Xは第2項の規定による調査を受け・ず、  
？1二！くf土調・かの実施を妨げたときは、期間を定   

こ′）て、1該介濾サーービス事業者に対し、その報  
1†rキ行い、†－．二しくはその報告の内容を是正し、   

′・く仁トて二〃′〕調ゴtを受けることを命ずることができ   

左上   
ど■■ t・′′ 1ケ、■ ■l岬 √t ▲ ■ ■lt ■ ■ ■ ■ ■l■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● 一 ■ ■ ■ ● ■ ● 一 ■ ■ 一 ■ ●l  

r’う 狛拙椚．－けl憧は、指完用り或密着型サ山ビス事  

J～‡昔、指ポ伸一域締着埋介護予防サ・一ビス事業者   
こ巨＝；†‘′巨介護予防支接事業者に対して前項の規   

′トーに上る処分をしたときは、遅滞なく、その旨  

立 

， 

護十情支援事業者（7）指定をした市町村長に通知   

卜付ければなちない。   
＝、＋ト ■ 「 ■■・1【 ヽ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■l  

り＋郁道府県知事は、指定居宅サーービス事業者 
・肛右居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防   

サーーーt∴㌃事業者又は指定介護老人福祉施設、介  
．灘と人保他施設若しくは指定介護療養型医療施   
言1！▲′／′）開設者が第4項（／了）規定による命令に従わな   

いときは、当該指定属領サ｝ ビス事業者、指定   
居宅介護支接事業者、指定介護予防サ、一ビス事   

業骨、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護   

暁養型医療施設の指定若しくは介護老人保健施   

設の許吋を取り消し、又は期間を定めてその指   
圧1■．：しく沈許可の全部署しくは一一・・部の効力を停  

1仁十そ∵＿とができる。  



都道府県知事は、指定地域密着型サービス事  
業甘、指定地域密着型介護予防サービス事業者  

又は指定介護予防支援事業者が第4項の規定に  
よる命令に従わない場合において、当該指定地  
域密着型サ・一ビス事業者、指定地域密着型介護  

打防サー・→ビス事業者又は指定介護予防支援事業  

首の指定を取り消し、又は期間を定めてその指  
衝ノ）全部若しくは一部の効力を停止することが  

油当であると認めるときは、理由を付して、そ  
ノ）旨をその指定をした市町村長に通知しなけれ  
ば／■｝：らない′、 n  

J片′i三調査機関の指定）   （指定調査機関の指定の基準）   （指定調査機関の指定の申請）   

115条の30 都道府県知事は、その指定す  第37条の3 都道府県知事は、指定調査機関（法  第140灸の35 法第115条の30第1項   
る昔（以下「指定調査機関」という。）に、前  第115条の30第1項に規定する指定調査機  の指定を受けようとする者は、その調査を行   
条第2J如／）調査の実施に関する事務（以一F「調  関をいう。以下同じ。）の指定の申請があった場  おうとする介護サービスの種類ごとに、次に   

軒！i二務」というり）を行わせることができる。   合において、 次の各号のいずれかに該当すると  掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道  
きは、その指定をしてはならない。この場合に  府県知事に提出しなければならない。  
おいて、指定に関して必要な手続は、厚生労働  一 申請者の名称及び主たる事務所の所在地  
省令で定める。   並びにその代表者の氏名及び住所  
ー 申請者が法人でないとき。   二 調査事務（法第115粂の30第1項に  
二 申請者が、調査事務（法第115粂の3．0   規定する調査事務をいう。以下同じ。）を行  

第1項に規定する調査事務をいう。以下同じ。）   う事務所の名称及び所在地  
を公正かつ適確に実施するに足りる経理的基  三 申請者の定款、寄付行為及びその登記事  

礎及び技術的能力を有するものとして（②）   項証明書又は条例等  
厚生労働省令で定める基準に適合していない  四 当該申請に係る事業の開始予定年月日  
とき。   五 当該申請の日の属する事業年度の直前の  

三 申請者の役員又は法人の種類に応じて（③）   事業年度の貸借対照表及び損益計算書  
厚生労働省令で定める構成員若しくは職員の  六 当該申請の日の属する事業年度及び翌事  

構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼす   業年度の事業計画書及び収支予算書  
おそれがあるとき。   七 当該申請に係る意思の決定を証する書類  

四 前号に定めるもののほか、申請者が、調査  八 役員の氏名及び経歴、法人の種類に応じ  
事務が不公正になるおそれがないものとして   て次条第2項各号に定める構成員の氏名（構  
（（彰）厚生労働省令で定める基準に適合して   成員が法人である場合には、その法人の名  

いないとき。   称）並びに構成員の構成割合  
五 申請者が、法の規定により刑に処せられ、  九 現に行っている業務の概要を記載した書  

その執行を終わり、又は執行を受けることが   類  

なくなった日から起算して2年を経過しない  十 調査事務の実施の方法に関する計画を記  
者であるとき。   載した書類   

－
∽
∞
－
 
 
 



十一一一 申請者が令第37粂の3各号に該当し  
ないものであることを背約する書面   

t－二 調査を行おうとする介護サービスの種   
類、当該調査を行おうとする介護サービス  

の種類ごとの調査実施可能件数及び調査員   
（法第115粂の31第2項に規定する調  

査員をいう。以下同じ。）の数   

十三 調査に関する苦情を処理するために講   ずる措置の概要   

十四 その他指定に閲し必要と認める事項  （②） （指定調査機関の指定の塵準）  

第140条の36 令第3’7粂の3第2号に規   
定する厚生労働省令で定める基準は、職員、   

設備、調査事務の実施の方法その他の調査事   

務の実施に関する計画が、調査事務の公正か   
つ適確な実施のために適切なものであること   

とする。   

（③）  

2 令第37条の3第3号に規定する厚生労働   

省令で定める構成員は、次に掲げる法人の種   
類に応じ、当該各号に定める者とする。   

一 民法（明治29年法律第8！）号）第34  
条の規定に基づき設立された法人 社員   

二 合名会社、合資会社又は合同会社 社員   

三 株式会社 株主   
四 その他の法人 当該法人の種叛に応じて  

前3号に定める者に額するもの   

（④）  

3 令第37条の3第4号に規定する厚生労働   
省令で定める基準は、次に掲げるものとする。   
鵬叫 指定を受けようとする者が調査を行おう  

とする介護サーービスを自ら提供していない  
こと。   

二 調査事務に関する事業に係る経理は、他  
の事業の経理と区分して行うものであるこ  

と。   

六 申請者が、第37粂の10第1項の規定に  
より指定調査機関の指定を取り消され、その   

取消しのI］から起算して2年を経過しない者  

であるとき。   
七 申請者が、第37条の11において準用す  

る第37条の10第1項の規定により指定情   

報公表センター（法第115条の36第1項   に規定する指定情報公表センターーをいう。第  
37条の11において同じ。）の指定を取り消  
され、その取消しの日から起算して2年を経  
過しない者であるとき。   

八 申請者の役員のうちに、第5号に該当する  
者があるとき。   

（指定調査機関の指定の公示等）  

第37条の4 都道府県知事は、指定調査機関の   
指定をしたときは、当該指定調査機関の名称及   
び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を   
公示しなければならない。   

2 指定調査機関は、その名称若しくは住所又は   
調査事務を行う事務所の所在地を変更しようと   

するときは、変更しようとする日の2週間前ま   
でに、その旨を都道府県知事に届け出なければ   

ならない。   

3 都道府県知事は、前項の規定による届出があ   
ったときは、その旨を公示しなければならない。  
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三前2号に掲げるほか、指定を受けようと  

道肘県知事が行う。  

行う前条第2項の調査を受けようとする者に、  
条例で定めるところにより、当該手数料を当該  
桁主調査機関に納めさせ、その収入とすること  

令で定める事項を記載するものとする。  

当  
指定調査機関（法第115粂の30第1項  

3都道府県知事は、調査事務の方法が適当でな   に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。）  
いときは、指定調査機関に対し、その方法を改   
善すべきことを命ずることができる。   

これを変更しようとするときも、同様とする。  ー調査事務を行う時間及び休日に関する事  

－
一
〇
〇
－
 
 
 



た調査事務規程が調査事務の公正かつ適確な実  三 手数料の収納の方法に関する事項  
施上不適当となったと認めるときは、指定調査  四 調査事務の実施の方法に関する事項  
機関に対し、これを変更すべきことを命ずるこ  五 調査事務に関する帳辞（法第115粂の  
とができる。   ：53に規定する帳簿をいう。次条において  

同じ。）の管理に関する事項  
六その他調査事務の実施に閲し必要な事項   

（Ⅴり  

ニう1 指定調査機関は、調査事務を  （法第115粂の31第1項の厚生労働省令で   
（Ⅵ）厚生労働省令で定める方  定める方法）   

調鹿員に調査事務を実施させなけれ  第140条の37法第1．15粂の3】．第1項  
の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる  
ものとする。  
一調査員2名以上によって行うこと。  

二調査客体である介護サービス事業者を訪  
間し、調査客体を代表する者に対する面接  
調査の方法によって行うこと。   

調査事務に関する専門的知識及び  （②）   （⑦）   

るものとして（（∋）政令で定める要  （調査員の要件）   （調査員養成研修）   

甘〔りうちから選任しなければならな  第37条の7 法第j＿15条の31第2項の政令  第140条の41 令第37条の7第■1項に規  
で定める調査員（以下この条において「調査員」  定する調査員養成研修（以下「調査員養成研  
という。）の要件は、都道府県知事又はその措定  修」という。）は、調査員として必要な専門的  
する者が（⑦）厚生労働省令で定めるところに   知識及び技術を修得させることを目的として  
より行う研修（以下この条において「調査員養   行われるものであって、介護サービス情報の  
成研修」という。）の課程を修了し、当該都道府   公表に関する基礎的知識、介護サーービスの内  
県知事が作成する調査員名簿に登録されている   容に関する基礎的知識並びに調査事務に関す  

こととする。   る専門的知識及び技術の修得に係るものをそ  
の主たる内容とし、かつ、その他の調査員と  
して必要な専門的知識及び技術の修得に係る  
ものをその内容に含むものとする。  

2調査員養成研修は、介護サ山ビスの種類ご  
とに厚生労働大臣が定める基準を満たす課程  

により行うこととし、その実施に当たっては、  
当該課程において修得することが求められて  
いる知識及び技術の修得がなされていること  
につき確認する等速切な方法により行わなけ  
ればならない。  
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（⑧）  

（調査員登録証明春の様式）  

第140条の42 令第37条の7第2項に規   
定する調査員登録証明番の様式は、様式第1   
3号によるものとする。  

■l＝＝ ■ ■ ●tl■ ● ■■■ ■t ■ ■ ■ ● ■■ ●l■ ● ●11 ■ ■ ＝■lヽt ■lt ■ ● ■t t ■l■ ■  

2 都道府県知事は、前項の登録をした場合には、   
（⑧）調査員登録証明書を作成し、当該登録に   

係る調査員に交付しなければならない。  

3 調査員登録証明春を交付した都道府県知事は、   
調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、   

第1項の調査員名簿から消除するものとする。   
この場合において、当該都道府県知事は、当該   

者に対し、調査員登録証明春の返還を求めなけ   

ればならない。   

－ 虚偽又は不正の事実に基づいて調査員登録   
証明書の交付を受けた者   

二 法若しくは法に基づく命令の規定又はこれ  

らに基づく処分に違反した者   

三 前2号に掲げる者のほか、調査員の業務に  
関し犯罪又は不正の行為があった者  

● ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ■ ■ ● t ●■ ＝ ■l■ ■ ■ ■ ■ ● ■l■ tl■ ●■ ■ t ■ tl■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ● ●ll■■ ■■ ■  －
一
〇
N
－
 
 

■ ● ● ■ ■■l■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■l■l＝ ●＝ ＝ ● ■l■ ■ 暮tl■ ■ ■ ■ ■ ■l■ ■11■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

第113粂の38 令第37粂の7第1項の指   
定を受けようとする者は、次に掲げる事項を   
記載した申請番又は書類を都道府県知事に提   
出しなければならない。   
一 申請者の名称及び主たる事務所の所在地  

並びにその代表者の氏名及び住所   

二 介護支援専門員実務研修及び更新研修（以   下この粂において「研修」という。）の名称   
三 研修を行う施設の所在地   
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記  

事項証明審又は条例等   

五 第113灸の37第1項第5号から第7  
号までに掲げる事項   

六 受講料その他研修の受講者から受領する  
金額   

七 研修の課程並びに講師の氏名、履歴及び  

担当科目   

八 その他指定に閲し必要があると認める事  

項   

（⑨）   

4 第1項の調査員養成研修を行う者の指定は、   
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県   
の区域ごとに、その指定を受けようとする者の   
申請により、次に掲げる要件を満たすと認めら   
れる者について、当該都道府県知事が行う。   

一 法人であること。   
二 調査員養成研修を適正かつ継続的に実施す  

る能力があると認められること。   
三 次に掲げる義務を適正に履行できると認め  

られること。   
イ （⑨）厚生労働省令で定める事項を変更  

するとき又は当該事業を廃止するときは、  
あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期  
又は当該廃止の時期並びに理由を記載した  

書面を添えて、都道府県知事の承認を受け  
ること。  
（⑩）厚生労働省令で定める事項を変更す  ロ   

ときは、あらかじめ、当該変更に係る内  
、時期及び理由を都道府県知事に届け出  

る
容
る
 
 

と  こ
 
 
 

ハ 調査員養成研修を修了した者について、  



（⑪）厚生労働省令で定める事項を記載し  2 令第37条の7第4項第3号イの厚生労働  
た名簿を作成し、及びこれを都道府県知事  省令で定める事項は、前項第6号及び第7号  
に送付すること。  に掲げる事項とする。  

ニ毎年度、当該指定に係る事業の計画を作  

成し、成し、これを都道府県知事に提出し、   （⑳）  
及び当該事業の終了後、速やかに、当該事  3 令第37粂の7第4項第3号ロの厚生労働  
業の実績を都道府県知事に報告すること。   省令で定める事項は、第1項第1▼号から第4  

ホ 調査員養成研修の実施に関して都道府県  号（当該指定に係る事業に関するものに限る。）  
知事が当該事業に関する情報の提供、当該  
事業の内容の変更その他の必要な指示を行  
った場合に、当該指示に従うこと。  （⑪）  

4令第37条の7第4項第3号ハの厚生労働  
5都道府県知事は、調査員養成研修を行う者が、   

前項各号の要件を満たすことができなくなった  名、生年月日、研修の受講の開始年月日及び  
と認められるときは、第1項の指定を取り消す  
ことができる。  

6都道府県知事は、第1項の規定による指定及  
び前項の規定による取消しを行ったときは、そ  
の旨を公示しなければならない。  

7前各項に規定するもののほか、調査員養成研  
修に関して必要な事項は、厚生労働省令で定め  
る。   

1・射出寺義務等）  

1三う条〔／〕：i2指定調査機関（その者が法人  
わる上．訪台にぶ）つては、その役員。次項におい  

r■fJじ。）苦しノくはその職員（調査員を含む。  
項において同じ。）又はこれらの職にあった  
け、紺甘甘酢こ関して知り得た秘密を漏らし  
けならない 

指定調査機関及びその職員で調査事務に従事  

ろ甘は、刑法その他の罰則の適用については、  
′；丁により公務に従事する職員とみなす。  

（改善命令）  

第37条の8都道府県知事は、指定調査機関が  
第37条のこi第2号から第4号までのいずれか  

－
一
O
u
－
 
 
 




